
 

日本共産党は、市議会が地方自治体の本旨である「市民福祉の増進」のために、従来のチェック機

能とともに、条例提案などの「政策立案能力」を高め、市民の信頼にこたえるために、基本的事項を条

例化することには、賛成の立場です。 

しかし、くまもと未来提出の熊本市議会「がまだす」条例案については、以下の理由を述べ、反対討

論を行いました。条例案は、賛成少数で否決されました。 

 

 

「自治基本条例」案に日本共産党が反対する理由 
 

（１）議員定数の 12分の 1 という一定の要件があれば議案提案はできるが、市議会の特徴は、合

議機関として、全ての会派によって、何よりも合意形成に向けて論議を尽くすことにある。 

（２）議会運営委員会で、「議会基本条例」の制定についての論議がなされず、合意形成がなされ

ないまま、「条例案」として出された。 

（３）「議員は、会議における発言に際し、広く論点、争点を明確にするため、議論を深めるよう努め

るものとします」と条例案は謳っている。「議会基本条例」制定過程でこそ、その趣旨を生かす

べき。 

 

請願・陳情の趣旨説明のモニター放映を！ 

 

  討論では、「市民参加と情報公開」は当然であり、「隗より始めよ」で、「請願・陳情者の意見を充分聞

く機会を保障し、意見陳述をモニターでも放映する」など足元からの改革を行うよう求めました。 

 
 

「議会基本条例」の制定は全会派の合意形成が基本 

くまもと未来提出の熊本市議会「がま出す」条例案に反対討論 
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生活保護の母子加算復活、後期高齢者医療制度廃止

法案の可決などを国に求める請願を不採択 

 ９月議会には、鳩山民主・社民・国民新連立政権の選挙政策で掲げられた市

民の願いが請願として届けられました。しかし、日本共産党以外が反対したた

め、上記や最低保障年金の実現を求める請願は不採択となりました。 

大分市議会では論議を尽くし 

全会派一致で「議会基本条例」を制定 
０８年第 4回定例会（12月 15日）で「議会基本条例」制定までの経過 

＊０６年11月24日：議会運営委員会において、議長提案で「議会全体として、会派を超え

て政策研究に取り組み、政策的条例の策定や政策提言の検討組織」を設置。12 月 13

日、全議員で政策検討会を設置 

＊０７年 10月 10日：第 1回全大会議を開催し、議員から政策課題を応募。12月 17日：

第2回の全体会議で、14件の応募課題の中から、議会基本条例を最初の政策課題とす

ることを決定。議員 10名で推進チームを設置。（全体会議 5回、役員会議 12回、推進

チーム 21回） 

＊08年 7月 7日～17日市内 13箇所の公民館で市民意見交換会：全議員が参加し、429

名の市民が参加。各会派も、最低 3回以上の検討。 


